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1
大
船
渡
市
林
野
火
災
の
概
要

令
和
７
年
２
月
の
岩
手
県
大
船
渡
市
で
の
林
野

火
災
は
、
最
初
の
火
災
が
２
月
19
日
に
発
生
し
、

６
日
後
の
25
日
に
鎮
圧
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
翌
日
26
日
に
は
、
近
隣
の
地
域
か
ら
火
災
が

発
生
し
、
強
風
に
あ
お
ら
れ
る
と
い
う
気
象
条
件

や
極
端
な
乾
燥
等
の
要
因
が
複
合
的
に
作
用
し
て

著
し
い
飛
び
火
な
ど
に
よ
り
多
方
面
へ
延
焼
拡
大

す
る
こ
と
と
な
り
、
３
月
９
日
に
鎮
圧
の
発
表
が

さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
降
雨
が
ほ
と
ん
ど
無

く
、
最
終
的
に
鎮
火
宣
言
が
発
表
さ
れ
た
の
は
４

月
７
日
と
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
大
船
渡
市
に
お
け
る
林
野
火
災
の
被
害

に
つ
い
て
は
、
平
成
以
降
で
は
最
大
規
模
で
市
の

面
積
の
約
１
割
に
あ
た
る
面
積
約
3
︐4
0
0
ha

が
延
焼
し
、
２
月
19
日
発
生
の
林
野
火
災
も
含

め
、
３
月
28
日
に
激
甚じ

ん
災
害
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

2
被
害
調
査
の
概
要
に
つ
い
て

林
野
庁
で
は
、
鎮
圧
後
の
３
月
12
日
に
、
被
災

状
況
の
概
要
把
握
の
た
め
、
岩
手
県
と
合
同
で
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
詳
細
な
被
害
量
等
に
つ
い
て
、
衛
星
画
像

デ
ー
タ
の
分
析
及
び
現
地
調
査
か
ら
、
被
害
面
積

3
︐3
7
0
ha
、
被
害
額
59
億
3
︐9
0
0
万
円

と
確
定
さ
れ
、
10
月
28
日
に
大
船
渡
市
か
ら
発
表

さ
れ
ま
し
た
。
現
地
調
査
に
つ
い
て
は
、
林
野
火

災
の
被
災
森
林
全
域
を
対
象
に
５
月
か
ら
10
月
に

か
け
て
、
岩
手
県
を
中
心
に
実
施
さ
れ
、
大
船
渡

市
、
林
野
庁（
三
陸
中
部
森
林
管
理
署
）、
気
仙
地

方
森
林
組
合
も
調
査
に
協
力
し
ま
し
た
。
被
害
の

程
度
に
つ
い
て
は
、
被
害
の
大
き
い
方
か
ら「
激
」

「
大
」「
中
」「
小
」に
区
分
さ
れ
、
被
災
森
林
全
域

の
被
害
の
把
握
が
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
林
野
火
災
の
被
害
に
つ
い
て
は
、
時
間

の
経
過
と
と
も
に
枯
損
木
が
増
加
す
る
な
ど
被
害

衛星画像データ

被害状況の現地調査 被害の程度区分

状
況
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
林
野
庁
に
お
い
て
、
発
災
前
と
発
災
後
の

衛
星
画
像
デ
ー
タ
の
分
析
に
よ
り
被
害
状
況
の
経

時
変
化
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
を
令
和
7
年
度

に
実
施
し
て
い
ま
す
。
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3
森
林
の
復
旧
に
向
け
た
体
制
に
つ

い
て

被
害
を
受
け
た
森
林
が
3
︐3
7
0
ha
と
い
う
広

大
な
面
積
で
あ
り
、
森
林
の
復
旧
に
は
多
岐
に
わ

た
る
課
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
森
林
の
復
旧
を
進

め
る
た
め
、
大
船
渡
市
に
お
い
て
、
行
政
機
関
や

関
係
団
体
等
に
よ
り
、「
大
船
渡
市
林
地
再
生
対

策
協
議
会
」が
、
４
月
30
日
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

林
野
庁
も
、
同
協
議
会
に
参
画
し
、
大
船
渡
市
を

始
め
と
す
る
関
係
者
と
連
携
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
同
協
議
会
は
、
現
在
ま
で
に
３
回
（
５
月
22

日
、
８
月
８
日
、
11
月
18
日
）開
催
さ
れ
、
被
害
調

査
の
実
施
状
況
の
情
報
共
有
と
、
森
林
の
復
旧
の

た
め
の
事
業
の
進
め
方
や
全
体
の
復
旧
方
針
の
検

討
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、
森
林

の
復
旧
に
向
け
た
、
全
体
の
復
旧
計
画
を
と
り
ま

被害調査の結果

第３回大船渡市林地再生対策協議会

と
め
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。　

4
森
林
の
復
旧
・
再
建
に
向
け
た
支

援
に
つ
い
て

激
甚
災
害
の
指
定
に
よ
り
、
森
林
の
復
旧
に
つ

い
て
は
、
森
林
災
害
復
旧
事
業
の
活
用
が
可
能
と

な
り
ま
し
た
。
森
林
災
害
復
旧
事
業
は
、
早
期
に

森
林
の
公
益
的
機
能
の
回
復
を
図
る
た
め
、
人
工

林
を
対
象
に
、
被
害
木
の
伐
採
・
搬
出
、
伐
採
跡

地
に
お
け
る
植
裁
等
を
支
援
す
る
事
業
で
す
。
今

後
、
森
林
災
害
復
旧
事
業
を
中
心
と
し
て
、
森
林

の
復
旧
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
特
に
被
害
を
受
け
た
森
林
は
、
下
層
植

生
が
焼
失
し
、
表
土
も
脆
く
な
り
土
砂
災
害
防
止

機
能
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
降
雨

等
に
よ
り
土
砂
の
流
出
等
に
よ
る
災
害
の
お
そ
れ

が
あ
る
箇
所
に
、
災
害
関
連
緊
急
治
山
事
業
に
よ

り
治
山
ダ
ム
等
の
設
置
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
。さ

ら
に
、
林
野
火
災
に
よ
り
林
業
機
械
や
特
用

林
産
施
設
が
焼
損
し
ま
し
た
が
、
被
災
者
の
要
望

に
応
じ
、
そ
の
整
備
に
対
し
て
も
支
援
し
て
い
ま

す
。
こ
の
ほ
か
、
大
船
渡
市
に
お
い
て
も
、
建
造

物
等
に
被
害
を
お
よ
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
被
災
し

た
立
木
処
理
を
支
援
す
る
被
災
危
険
木
除
去
事
業

を
す
る
な
ど
支
援
体
制
も
整
え
ら
れ
て
き
て
い
ま

す
。

被害状況 復旧・再建支援策 支援の内容

森
林
・
林
業
関
係

森林（3,370ha）
の焼損

・ 森林災害復旧事業
（被害木の伐採・搬出、伐採
跡地における造林等を支援）

国1/2、
県1/6、市1/3等

（所有者負担なし）

・災害関連緊急治山事業
(人家や道路への土砂流出の
おそれがある荒廃山地にお
いて当該発生年に緊急に行
う復旧整備）

・国2/3、県1/3
（所有者負担なし）

・治山事業
（上記以外の箇所における荒
廃山地の復旧整備）

・国1/2、県1/2
（所有者負担なし） 

高性能林業機械
（４台）の焼損

・林業・木材産業循環成
長対策

（高性能林業機械の撤去・復
旧等を支援）

国1/2

特用林産施設
（１箇所）の焼損

・林業・木材産業循環成
長対策

（特用林産施設の撤去・復
旧・生産資材の導入を支援）

国1/2

大船渡市林野火災　復旧・再建に向けた支援策（森林・林業）

被害区分別 林種・樹種別 森林所有形態別

大船渡市の林野火災に係る復旧に向けた取組について特 集
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5
森
林
災
害
復
旧
事
業
の
実
施
に
つ

い
て

森
林
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
は
、
被
害
を
受

け
た
人
工
林
の
中
で
早
期
に
復
旧
を
す
る
こ
と
が

必
要
な
区
域
や
早
期
に
保
全
を
図
る
べ
き
水
源
の

上
流
区
域
に
つ
い
て
、
大
船
渡
市
が
森
林
所
有
者

の
意
向
を
踏
ま
え
つ
つ
事
業
の
申
請
を
行
い
、
復

旧
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
１
回

目
と
し
て
、
７
月
14
日
に
準
備
の
整
っ
た
市
有
林

を
中
心
と
し
た
約
1
2
0
ha
の
区
域
に
つ
い
て

申
請
が
行
わ
れ
、
事
業
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
採

択
さ
れ
た
区
域
の
う
ち
、
約
25 

ha
に
つ
い
て
は
、

９
月
に
大
船
渡
市
と
事
業
体
で
契
約
が
結
ば
れ
、

事
業
実
施
に
必
要
な
林
道
の
整
備
を
行
っ
た
後
、

11
月
か
ら
被
災
木
の
伐
採
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

伐
採
し
た
被
災
木
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
よ
り
把

握
し
た
被
災
の
程
度
に
よ
り
製
材
や
バ
イ
オ
マ
ス

燃
料
な
ど
複
数
の
用
途
を
想
定
し
、
有
効
に
活
用

す
る
よ
う
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、

岩
手
県
林
業
技
術
セ
ン
タ
ー
で
は
、
科
学
的
根
拠

に
基
づ
い
た
被
災
木
の
利
活
用
を
進
め
る
た
め
、

大
学
や
林
業
関
係
団
体
等
と
連
携
し
、
被
災
木
の

力
学
、
化
学
特
性
の
評
価
を
し
、
利
用
の
可
能
性

を
調
査
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
被
害
を
受

け
た
森
林
の
復
旧
に
向
け
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出

し
た
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
被
害
を
受
け
た
森
林
の
所
有
者
に
対
し

て
は
、
９
月
に
大
船
渡
市
に
よ
り
地
域
説
明
会
が

開
催
さ
れ
、
森
林
災
害
復
旧
事
業
の
内
容
や
進
め

方
に
つ
い
て
説
明
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
説
明

会
後
に
、
事
業
実
施
に
関
す
る
意
向
調
査
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
現
在
、
森
林
災
害
復
旧
事
業
の
２
回

目
の
申
請
範
囲
等
の
と
り
ま
と
め
を
行
っ
て
お

り
、
令
和
８
年
２
月
中
旬
頃
を
目
途
に
事
業
の
採

択
、
そ
の
後
の
事
業
実
施
へ
と
進
め
て
い
く
予
定

で
す
。

6
災
害
関
連
緊
急
治
山
事
業
の
実
施

に
つ
い
て

今
回
の
林
野
火
災
は
「
乾
燥
・
強
風
等
の
異
常

な
天
然
現
象
に
よ
り
生
ず
る
災
害
」
で
あ
る
と
確

大船渡市林野火災により焼損した林業機械

災害復旧事業着手前

11月から開始された被災木の伐採
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⑧田浜（たはま） ③西甫嶺（にしほれい）

災害関連緊急治山事業実施箇所

応急対策対策前

応急対策実施後

認
で
き
た
こ
と
か
ら
、
４
月
に
災
害
関
連
緊
急

治
山
事
業
※
の
事
業
対
象
箇
所
の
検
討
を
行
う
た

め
、
林
野
庁
、
東
北
森
林
管
理
局
及
び
岩
手
県
に

よ
る
現
地
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
調
査
結
果
等
を
踏
ま
え
、「
災
害
に
よ
り

発
生
し
た
荒
廃
山
地
」
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と

し
、
広
範
囲
に
わ
た
る
下
層
植
生
の
焼
失
に
よ
り

森
林
土
壌
等
の
浸
透
機
能
の
低
下
が
見
ら
れ
、
今

7
お
わ
り
に

昨
年
２
月
の
林
野
火
災
か
ら
１
年
が
経
と
う
と

し
て
い
ま
す
が
、
今
回
、
被
害
を
受
け
た
森
林
が

3
︐3
7
0
ha
と
い
う
広
範
囲
で
あ
る
と
い
う
状

況
を
踏
ま
え
る
と
、
森
林
の
再
生
に
は
息
の
長
い

支
援
が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。
林
野
庁
と
し
て

も
、
引
き
続
き
、
大
船
渡
市
や
岩
手
県
等
の
関
係

機
関
と
連
携
し
て
森
林
の
復
旧
を
進
め
て
い
く
予

定
で
す
。

後
の
降
雨
等
に
よ
り
土
砂
流
出
等
の
被
害
を
与
え

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
緊
急
的
な
治
山
対

策
が
必
要
な
９
箇
所
に
つ
い
て
、
災
害
関
連
緊
急

治
山
事
業
を
採
択
し
、
現
在
、
岩
手
県
が
治
山
ダ

ム
の
設
置
等
を
進
め
て
い
ま
す
。
総
事
業
費
は
約

６
億
円
、
治
山
ダ
ム
11
基
、
流
木
捕
捉
工
４
基
の

整
備
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
６
月
中

旬
に
大
型
土
の
う
に
よ
る
応
急
対
策
を
実
施
し
完

了
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
被
災
地
で
は
、
10
月
31

日
～
11
月
１
日
に
豪
雨
に
よ
る
土
石
流
が
発
生
し

ま
し
た
が
、
応
急
対
策
が
機
能
し
て
下
流
へ
の
被

害
を
防
止
し
ま
し
た
。

大船渡市の林野火災に係る復旧に向けた取組について特 集

（
※
民
有
林
等
に
お
い
て
、
災
害
（
風
水
害
、
な
だ
れ

等
）に
よ
り
新
た
に
発
生
し
、
又
は
拡
大
し
た
荒
廃
山

地
又
は
な
だ
れ
発
生
地
に
つ
き
、
当
該
災
害
発
生
年

に
緊
急
に
行
う
復
旧
整
備
に
係
る
保
安
施
設
事
業
。）




